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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年６月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和元年８月２日 ０６時５０分ごろ 

発生場所 北海道室蘭市イタンキ漁港の西方沿岸 

チキウ岬灯台から真方位０３０°１.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°１９.６′ 東経１４１°０１.３′） 

事故の概要 漁船金
きん

清
せい

丸は、錨泊して操業中、転覆した。 

金清丸は、甲板員が落水して溺死した。 

事故調査の経過  令和元年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 金清丸、０.８トン 

ＨＫ３－１２６４４９（漁船登録番号）、個人所有 

７.６２ｍ（Lr）×１.６５ｍ×０.６２ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、不明 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許 登録 日 平成７年４月２８日 

免許証交付日 令和元年５月３０日 

        （令和７年４月２７日まで有効） 

甲板員 女性 ６５歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員） 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 南東、波高 約１.５～２.０ｍ、潮汐 下げ潮中央期 

水温 約２１℃ 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、こんぶ漁の操業を行う目的

で、令和元年８月２日０６時３０分ごろイタンキ漁港の西方沿岸の岩

場（以下「本件岩場」という。）に向け、同漁港を出港した。 

本船は、予定していた海面で錨を投下し、直径約１２mm の合成繊維

製の錨索を約３０ｍ伸出して本件岩場付近まで移動し、錨索を船首の

ビットに止めて主機を中立運転として錨泊し、船長が船尾部に、甲板
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員が船首部にそれぞれ立ち、長さ約５～６ｍの「かぎ」と称する漁具

を使ってこん
．．

ぶ
．
の収穫を行った。 

本船は、船長が、沖から打ち寄せる波の様子を観察しながら船首を

沖に向けて操業を行っていたところ、船首方に波高約２ｍの波を認め

て危険を感じ、甲板員に向けて船体に掴まるよう大声で注意を喚起し

た直後、０６時５０分ごろ船首方から大量の海水が打ち込み、一瞬に

して転覆した。 

船長は、転覆した船内から脱出し、船底に上がったところを近くに

いた僚船（以下「僚船Ａ」という。）に救助され、別の僚船（以下

「僚船Ｂ」という。）でイタンキ漁港に戻った。 

甲板員は、僚船Ａの乗組員に転覆した船内から救助されてイタンキ

漁港に運ばれ、救急車で病院へ搬送されたものの、０８時１９分ごろ

死亡が確認され、死因は溺水と検案された。 

本船は、僚船Ｂによりイタンキ漁港にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船（右舷正横から撮影）、

写真２ 本船（左舷船首方から撮影） 参照 

 その他の事項 船長は、イタンキ漁港の東方沿岸の岩場で操業を行っていたが、こ
．

んぶ
．．

の収穫量が少なかったので、帰港して水揚げした後、本件岩場に

向かった。 

船長は、本件岩場が、他の岩場に比べて高い波が発生しやすいが、

こんぶ
．．．

がより多く収穫できる場所であることを知っており、本事故時

に波が比較的高いことに気付いていたものの、本件岩場で操業を続け

ていた。 

船長は、本船が、高い波を受けて船首に大量の海水が打ち込み、そ

の際に強く張った錨索が引き戻される力と相まって、一瞬に転覆した

のではないかと本事故後に思った。 

船長及び甲板員は、救命胴衣を着用していなかった。 

本件岩場では、本船以外に１.５６トンの僚船Ａと本船とほぼ同じ

大きさの僚船Ｂがそれぞれ錨泊してこんぶ
．．．

漁の操業を行っていた。 

僚船Ａは、海岸から本船とほぼ同じ距離で本船の東側に約２０ｍ離

れており、また、僚船Ｂは、本船と僚船Ａとの間で僚船Ａから約１０

ｍ沖側に離れていた。 

僚船Ａの乗組員２人は、本事故時に本件岩場で発生していた波の波

高が約１.５ｍで、少し高いと感じていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、南東方からの波高約１.５ｍの波が発生する状況下、高い

波が発生しやすい本件岩場において、錨泊してこんぶ
．．．

漁を行ったこと
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から、高い波を受けて船首から海水が大量に打ち込み、その際に錨索

が強く張り、一瞬にして転覆したものと考えられる。 

甲板員の死因は、溺水であった。 

甲板員は、本船が転覆した際、落水して溺死したものと認められ

る。 

原因 本事故は、本船が、南東からの波高約１.５ｍの波が発生する状況

下、高い波が発生しやすい本件岩場において、錨泊してこんぶ
．．．

漁を行

ったため、高い波を受けて船首から海水が大量に打ち込み、その際に

錨索が強く張り、一瞬にして転覆したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、海底地形、気象及び海象等により、思いがけず高い波が

発生することに注意すること。 

・船長は、錨泊して操業する場合、波の状況と復原力を考慮して、

慎重に錨泊場所を決めること。 

・乗組員は、甲板上で作業を行う際、救命胴衣を着用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和元年８月２日 

０６時５０分ごろ発生） 

イタンキ漁港 

チキウ岬灯台 

北海道 

拡大 

室蘭市 



- 5 - 

 

               

 

 

 

 

 

  

写真１ 本船（右舷正横から撮影） 

写真２ 本船（左舷船首方から撮影） 


